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第３次障がい者福祉プラン（素案）及び 

第２期障がい福祉サービス計画（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１） 意見の募集期間    平成２１年１月１４日（水）～２月１１日（水） 

 

（２） 意見の応募者数・件数 ２１名（７６件） 

 

（３） 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計 

人数  １０ ２ ８ 

１ 

（障がいの

ため文書作

成が困難） 

 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

①  計画全体について（３件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 障がい特性に応じた施策を講じて

欲しい（１件） 

障害者自立支援法により制度は統一され障

がいの種類に関わらず必要なサービスを提

供しておりますが，その一方で，障がい特

性に配慮することは重要と考えており，障

がい特性に応じた支給決定等を行い，サー

ビスを提供しております。 

２ 障がい者が地域の中で普通に暮ら

せる社会の実現のためには行政の

取組が必要である（１件） 

障がい者福祉プランの基本目標である「障

がい者が健康で生きがいを持ち，住みなれ

た地域で生活し，積極的に社会参加できる

社会の実現」を目指し，様々な施策・事業

に取り組んでまいります。 

３ 「障害」の「害」の字のひらがな

表記についてルールを記載して欲

しい（１件） 

計画に本市の「障害」の「害」の字のひら

がな表記のルールについて記載します。 
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②  就労支援について（７件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 適切な支援があれば一般就労でき

る障がい者はたくさんいると思う

ので，保護者や企業の理解を促し

て欲しい。（２件） 

障がい者の一般就労のための企業の理解促

進につきましては，障がい者雇用に関する

啓発促進において取り組んでまいります。

（プラン：Ｐ２６） 

２ 一般就労の場の拡大に取り組んで

欲しい。（２件） 

３ 就労前から就労時，就労後のフォ

ロー，離職者の対応など一貫した

就労支援の取組が必要である。（１

件） 

一般就労に関する相談，就労先の開拓，一

般就労に向けた各種訓練の実施により，障

がい者の民間企業等への就職や職場定着を

促進するための障がい者就労支援センター

の設置の検討や，障がい者インターンシッ

プ支援事業，ジョブコーチ支援事業などに

取り組んでまいります。（プラン：Ｐ２６）

４ 障がい者就労支援センターが計画

されているが，宇都宮市が県東央

圏域から独立すると障がい者就

労・生活支援センターの設置の必

要性も出てくる。両センターの役

割や連携のあり方など整理してお

く必要がある。（１件） 

計画に位置付けております障がい者就労支

援センターにつきましては，障がい者の民

間企業等への就労や職場定着の促進を目指

し設置の検討を進めていくもので，その具

体的な事業内容や実施手法等につきまして

は，計画期間に検討してまいります。なお，

障がい者就労・生活支援センターにつきま

しては県が設置する事業ですが，機能面で

の類似も想定されますことから，前段の検

討の中で整理してまいります。 

（プラン：Ｐ２６） 

５ 精神障がい者の就労支援の場の拡

大が必要である。また，精神障が

い者は体調が悪いと何ヶ月も休ん

でしまう場合があるので，受け入

れる就労支援の事業所は単価報酬

では厳しく支援が必要である。（１

件） 

就労支援策を検討するにあたっても，障が

い特性に配慮した施策を検討することが重

要であることから，今後の就労支援策を考

える際の参考といたします。 
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③  地域生活への移行について（３件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 地域生活への移行を進めていくの

であれば，地域住民の障がい者に

対する理解が必要である。（１件）

地域生活への移行を進めていくためには，

地域住民の障がい者に対する理解が不可欠

であることから，地域住民の理解や協力が

得られるよう，民生委員，身体・知的障が

い者相談員，ボランティア，企業，関係機

関との連携を強化してまいります。 

（サービス計画：Ｐ４３） 

２ グループホーム・ケアホームの整

備を進めていくことも必要だが，

自宅やアパートで一人暮らしをす

るための家事援助や居住サポート

などの支援があれば，地域生活へ

の移行が進む。（１件） 

地域生活への移行を進めていくにあたりま

しては，家事援助などの居宅介護サービス

の充実や，入居のための調整や入居後の相

談支援などを行う居住サポート事業の実施

について検討してまいります。 

（プラン：Ｐ３２，サービス計画：Ｐ３２）

３ 宇都宮市は県都で家賃が高く，年

金や障がい者手当で生活をしてい

る障がい者がグループホーム・ケ

アホームを利用すると生活費が赤

字になり生活できない状況にある

ので，家賃補助などの利用者への

援助が必要である。（１件） 

グループホーム・ケアホームにつきまして

は，初度設備等に対する補助制度を設けて

おります。（サービス計画：Ｐ４１） 

なお，家賃補助につきましては，グループ

ホーム・ケアホームの設置を進めていく際

の参考とさせていただきます。 
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④  地域生活支援事業について（４２件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 視覚障がい者の外出時の代筆・代

読をコミュニケーション事業に位

置付けて欲しい。（１件） 

コミュニケーション支援事業には代筆・代読事

業は位置付けられておりませんが，重度視覚障

がい者に限り居宅介護の中の通院等介助で対

応しております。 

２ （障がい福祉サービス計画） 

地域活動支援センターについては

「引き続き障がい福祉サービス事

業所への移行を支援」と記載され

ているが，今までどのような移行

支援策を講じてきたのか例を示し

て欲しい。（１件） 

地域活動支援センターから障がい福祉サービ

ス事業所への移行に際して，改修や備品整備等

が必要な場合の補助制度を設けております。 

３ （障がい福祉サービス計画） 

移動支援事業のグループ支援の検

討について，今後の具体的な検討

課題の例を示して欲しい。（２件）

移動支援事業のグループ支援につきましては，

様々な支援の手法があることから，どのような

支援が本市の特性に即しているのか，今後，具

体的な検討をしてまいります。 

（プラン：Ｐ２８，サービス計画：Ｐ３７） 

４ 移動支援事業について通学や通所

でも使えるようにして欲しい。（２

件） 

５ 移動支援について，余暇の際の支

援を充実するとともに，家庭の事

情で送迎できない時の通学支援を

充実して欲しい。（２件） 

移動支援事業の通学・通所での利用につきまし

ては，家族の急病など緊急時には利用すること

が可能です。 

移動支援事業につきましては， 今後も利用者

ニーズに応じた事業の充実に努めてまいりま

す。（プラン：Ｐ２８，サービス計画：Ｐ３７）

６ （障がい福祉サービス計画） 

移動支援事業の見込量について平

成２１年度以降，全体量は若干増

えているものの，一人あたり月平

均利用時間が減少し１１．８時間

となっているが，十分なのか。（３

件） 

外出の支援については，居宅介護による通院介

助の利用目的が拡大されるなど，介護給付によ

る外出支援の範囲が拡大しており，移動支援か

らの利用の変更が見られているところです。 

今後も移動支援から他の外出支援のサービス

へ利用が移行することが想定されることから，

第２期計画期間における移動支援の一人あた

りの平均利用時間については減少するものと

見込んでいます。（サービス計画：Ｐ３７） 
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７ （障がい福祉サービス計画） 

平成２３年度までに地域活動支援

センターの見込量が５か所も減る

計画となっており，障がい者や家

族に不安を与える。障がい福祉サ

ービス事業所への移行を積極的に

進めるのであれば，その具体策を

示し支援策の低下や社会資源の全

体数の減少でないことをわかりや

すく説明して欲しい（１件） 

８ 地域活動支援センターが減少する

のは，介護給付や訓練等給付事業

に移行するからなのか。その場合

には，「多様なニーズに応えるた

め」の地域活動支援センターと言

っているのに，その役割が果たせ

なくなるのではないか？ニーズに

応えるという役割を果たせるので

あれば，利用者も増え，施設も増

えると考える。（１件） 

地域活動支援センターにつきましては，支援費

制度時代の旧法定外作業所等の多くが当該セ

ンターに移行しているところですが，運営の安

定化や規模の拡大等を目指して生活介護や就

労継続支援等の障がい福祉サービスを提供す

る事業所への更なる移行が見込まれているこ

とから，現状の地域活動支援センターについて

は減少するものと考えているところです。 

障がい福祉サービス事業所への移行につきま

しては，国の特別対策事業や指定要件の緩和策

の活用，設備整備補助の活用を図りながら，積

極的な移行を支援していきます。 

なお，全体の施設系サービスにつきましては増

加する見込みであることから，社会資源の減少

と取られないよう，計画の記載につきましても

詳しく記載いたします。 

（サービス計画：Ｐ３７） 

９ 日中一時支援事業（放課後支援型）

の対象者を特別支援学校の中学

生・高校生，特別支援学級の中学

生まで拡大して欲しい。（１０件）

10 日中一時支援事業は利用回数を制

限しないで，必要な時に支援が受

けられるように事業拡大して欲し

い。（８件） 

日中一時支援事業（放課後支援型）につきまし

ては，特別支援学校の中学生への対象者の拡

大，実施場所の拡大などを検討してまいりま

す。（プラン：Ｐ３１，サービス計画：Ｐ３９）

今後とも日中一時支援事業の充実に努めてま

いります。 

 

11 市内には児童デイサービスがない

ので他市の児童デイサービスを利

用している。市内で児童デイサー

ビスを実施して欲しい。（２件） 

児童デイサービスにつきましては，市が設置し

ている障がい児通園施設の活用と併せ，必要な

サービス量の確保に努めてまいります。 

（サービス計画：Ｐ２５） 
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12 （障がい福祉サービス計画） 

地域活動支援センターについては

市独自の運営安定化策により前身

の作業所と同額の事業報酬は確保

されているが，額が低く運営は安

定していない。就労継続支援事業

などへ移行を推進するのであれ

ば，サービス管理責任者の確保・

定着につながるような事業報酬や

報酬単価の引き上げ，固定経費（月

額）と報酬（日額）の２本立てな

ど検討して欲しい。（１件） 

地域活動支援センターにつきましては，従来の

運営安定化策を継続させる予定です。 

また，当該センター事業自体につきましても，

多様なニーズに対応できるよう，センターのあ

り方の見直しを行う予定でありますことから，

当該検討を行う際の参考とさせていただきま

す。（サービス計画：Ｐ３７，４１） 

13 住宅用火災警報器の設置が義務付

けになったが，安定的な収入のな

い障がい者は設置が困難なので助

成して欲しい。（１件） 

火災警報器につきましては，障がい等級や所得

などの条件がありますが，日常生活用具の給付

事業の対象品目となっておりますのでご利用

ください。 

14 学校以外で相談できる窓口が欲し

い。（２件） 

障がいのあるお子さんの相談につきましては，

子ども発達センター，教育センター，障がい福

祉課，障がい者生活支援センターなどで受け付

けておりますので，ご利用ください。 

15 相談支援事業を充実して欲しい。

（１件） 

16 障がい者の生活を生涯にわたって

トータルに支援できるコーディネ

ーターが欲しい。（４件） 

相談支援事業やコーディネーターにつきまし

ては，これまでも障がい者生活支援センターで

事業を実施してまいりましたが，今後は，障が

い者がいつでも身近な場所で，在宅福祉サービ

スの利用援助，社会資源の活用，介護相談など

総合的な支援が受けられるような，総合的な相

談支援体制の整備に努めてまいります。 

（プラン：Ｐ３９，サービス計画Ｐ３０） 
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⑤ その他（２１件） 
№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ 余暇支援を充実して欲しい。（２

件） 

障がい者のスポーツ・芸術・文化活動等の

社会活動の促進に努めてまいります。 

（プラン：Ｐ２７） 

２ 日中活動系事業を充実して欲し

い。（２件） 

日中活動系事業の充実につきましては，今

後も障がい者福祉サービスや地域生活支援

事業の充実に努めてまいります。 

（プラン：Ｐ３０，サービス計画：第５～

６章） 

３ 家族が急病になった時など,受け

入れてくれる体制を整えて欲し

い。（２件） 

家族が急病になった場合の受け入れ体制に

つきましては，短期入所（ショートステイ）

事業で対応しており，今後も事業者の確保

等に努めてまいります。 

（プラン：Ｐ３１，サービス計画：２５～

２６） 

４ 特別支援学級の児童に対しての学

童支援を充実して欲しい。（２件）

保護者が仕事で昼間不在の特別支援学級の

児童につきましては，留守家庭児童対策事

業におきまして，障がい児を受け入れられ

るよう，指導員の配置や研修の充実などに

努めてまいります。（プラン：Ｐ３６） 

５ 障がい児が療育のために通所して

いる間，きょうだいを預けられる

ような体制や，きょうだいの心理

的ケアを行うきょうだい支援が欲

しい。（１件） 

きょうだい支援につきましては，子ども発

達センターの療育事業を充実していく中

で，きょうだいへのサポート体制の強化に

取り組んでまいります。（プラン：Ｐ３５）

６ 障がい児と健常児が，イベント等

ではなく，普段から触れ合える機

会を行政が確保して欲しい。（1件）

障がいのある子とない子の交流の機会につ

きましては，ここ・ほっと（子ども発達セ

ンター・西部保育園・子育てサロン西部の

施設全体の愛称）等におきまして，合同給

食や季節の行事などを通した交流や，日常

的に各クラスや園庭で一緒に遊ぶ自然な形

での交流など，さまざまな機会を捉えて確

保しております。 

７ 成年後見制度の活用を含めた権利

擁護施策を充実して欲しい。（１

件） 

今後も成年後見制度の周知を図るととも

に，宇都宮市障がい者自立支援協議会権利

擁護部会の設置など，権利擁護施策の充実
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№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

に努めてまいります。 

（プラン：Ｐ３９，サービス計画：Ｐ３３

～３４） 

８ （障がい者福祉プラン） 

失語症に対することばのリハビリ

を実施して欲しい（１件） 

失語症に対することばのリハビリにつきま

しては，医師の診断に基づき医療機関や県

のリハビリテーションセンター等で実施さ

れております。 

９ （障がい者福祉プラン） 

盲ろう者のための指点字のボラン

ティアを養成して欲しい（１件）

指点字などを使って盲ろう者の意思疎通を

支援する事業につきましては，障害者自立

支援法における都道府県地域生活支援事業

に位置付けられており，栃木県が盲ろう者

通訳・ガイドヘルパー養成講座を実施して

おります。 

指点字ボランティアにつきましては,ボラ

ンティアの支援を検討する際の参考とさせ

ていただきます。 

10 自立支援協議会や社会福祉審議会

に障がい者を入れて欲しい（１件）

自立支援協議会や社会福祉審議会には，障

がい者や保護者の団体の代表者が委員にな

っております。なお，今回の計画策定にお

きましては社会福祉審議会障がい者福祉専

門分科会の公募の市民委員として，障がい

者の方にもご参加いただきご意見等いただ

きました。 

11 身体障がい者相談員（視覚障がい）

に盲学校教員ＯＢなど視覚障がい

者以外も入れて欲しい（１件） 

身体障がい者相談員の選任につきまして

は，身体・知的障がい者相談員設置事業の

充実に位置付けており，今後，事業のあり

方を検討していく際の参考とさせていただ

きます。（プラン：Ｐ４０） 

12 （障がい者福祉プラン） 

手帳所持数だけではなく市の人

口・障がい者率（手帳所持率）も

記載して欲しい（１件） 

本市の人口，障がい者率（手帳所持率）を

記載します。 

13 （障がい者福祉プラン） 

アンケートの実施概要を記載して

欲しい（1件） 

実施概要を記載します。 
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№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

14 （障がい者福祉プラン） 

障がい者団体，障がい福祉サービ

ス事業者等の意見聴取の実施概要

を記載して欲しい（１件） 

15 精神障がい者の就労については，

働く意思が持てるまで回復してい

るか確認してから就労支援するこ

とが必要である（１件） 

16 精神障がい者の地域生活への移行

については，自己が確立できるま

で回復しているか確認してから地

域生活へ移行させることが重要で

ある（１件） 

17 （障がい者福祉プラン） 

精神病の治療は医師が行うが，予

防については自治体で教育しても

良いのではないか（１件） 

今後，事業を展開していく際の参考とさせ

ていただきます。 

 
   ＊ 「意見に対する市の考え方」の「プラン」は「第３次宇都宮市障がい者福祉プ

ラン（素案）」，「サービス計画」は「第２期宇都宮市障がい福祉サービス計画（素

案）」のことです。 


